
 

  

 
一 

   法 人 等 に よ る 寄 附 の 不 当 な 勧 誘 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 案 に 対 す る 修 正 案 要 綱 
第 一 配 慮 義 務 に 係 る 規 定 の 改 正                          （ 第 三 条 関 係 ） 

  法 人 等 が 寄 附 の 勧 誘 を 行 う に 当 た っ て の 配 慮 義 務 を 定 め る 第 三 条 の 規 定 に つ い て 、 「 配 慮 し な け れ ば な

ら な い 」 と あ る の を 「 十 分 に 配 慮 し な け れ ば な ら な い 」 に 改 め る と と も に 、 同 条 を 第 一 章 （ 総 則 ） か ら 第

二 章 （ 寄 附 の 不 当 な 勧 誘 の 防 止 ） に 位 置 付 け る も の と す る こ と 。 

第 二 配 慮 義 務 の 遵 守 に 係 る 勧 告 等 に 係 る 規 定 の 創 設                （ 新 第 六 条 関 係 ） 

 一 勧 告 

   内 閣 総 理 大 臣 は 、 法 人 等 が 配 慮 義 務 を 遵 守 し て い な い た め 、 当 該 法 人 等 か ら 寄 附 の 勧 誘 を 受 け る 個 人

の 権 利 の 保 護 に 著 し い 支 障 が 生 じ て い る と 明 ら か に 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 更 に 同 様 の 支 障 が 生 ず る

お そ れ が 著 し い と 認 め る と き は 、 当 該 法 人 等 に 対 し 、 遵 守 す べ き 事 項 を 示 し て 、 こ れ に 従 う べ き 旨 を 勧

告 す る こ と が で き る こ と 。 

 二 公 表 

   内 閣 総 理 大 臣 は 、 一 に よ る 勧 告 を し た 場 合 に お い て 、 そ の 勧 告 を 受 け た 法 人 等 が こ れ に 従 わ な か っ た



 

  

 

二 

と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き る こ と 。 

 三 報 告 の 求 め 

   内 閣 総 理 大 臣 は 、 一 に よ る 勧 告 を す る た め に 必 要 な 限 度 に お い て 、 法 人 等 に 対 し 、 配 慮 義 務 と し て 掲

げ る 事 項 に 係 る 配 慮 の 状 況 に 関 し 、 必 要 な 報 告 を 求 め る こ と が で き る こ と 。 

第 三 検 討 期 間 の 短 縮                             （ 附 則 第 五 条 関 係 ） 

  こ の 法 律 の 規 定 に つ い て の 検 討 に 関 し て 、 こ の 法 律 の 施 行 後 「 三 年 を 目 途 」 と あ る の を 「 二 年 を 目 途 」

に 改 め る こ と 。 

第 四 そ の 他 

  そ の 他 所 要 の 規 定 を 整 備 す る こ と 。 



 

  

 
一 

   法 人 等 に よ る 寄 附 の 不 当 な 勧 誘 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 案 に 対 す る 修 正 案 

 法 人 等 に よ る 寄 附 の 不 当 な 勧 誘 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 案 の 一 部 を 次 の よ う に 修 正 す る 。 

                                     「 第 二 章 寄 附 の 不 当 な 
 目 次 中 「― 第 三 条 」 を 「 ・ 第 二 条 」 に 、 「 第 二 章 寄 附 の 勧 誘 に 関 す る 規 制 」 を 
                                       第 一 節  配 慮 義 務 

勧 誘 の 防 止  
      に 、 「 第 一 節 」 を 「 第 二 節 」 に 、 「 第 二 節 」 を 「 第 三 節 」 に 改 め る 。 

（ 第 三 条 ） 」 

 第 三 条 の 見 出 し を 削 り 、 同 条 中 「 事 項 に 」 の 下 に 「 十 分 に 」 を 加 え る 。 

 第 六 条 を 次 の よ う に 改 め る 。 

 （ 配 慮 義 務 の 遵 守 に 係 る 勧 告 等 ） 

第 六 条 内 閣 総 理 大 臣 は 、 法 人 等 が 第 三 条 の 規 定 を 遵 守 し て い な い た め 、 当 該 法 人 等 か ら 寄 附 の 勧 誘 を 受 け

る 個 人 の 権 利 の 保 護 に 著 し い 支 障 が 生 じ て い る と 明 ら か に 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 更 に 同 様 の 支 障 が 生

ず る お そ れ が 著 し い と 認 め る と き は 、 当 該 法 人 等 に 対 し 、 遵 守 す べ き 事 項 を 示 し て 、 こ れ に 従 う べ き 旨 を

勧 告 す る こ と が で き る 。 



 

  

 

二 

２ 内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を し た 場 合 に お い て 、 そ の 勧 告 を 受 け た 法 人 等 が こ れ に 従 わ な

か っ た と き は 、 そ の 旨 を 公 表 す る こ と が で き る 。 

３ 内 閣 総 理 大 臣 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を す る た め に 必 要 な 限 度 に お い て 、 法 人 等 に 対 し 、 第 三 条 各

号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 配 慮 の 状 況 に 関 し 、 必 要 な 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。 

 第 七 条 の 見 出 し を 「 （ 禁 止 行 為 に 係 る 報 告 、 勧 告 等 ） 」 に 改 め 、 同 条 中 第 三 項 を 第 四 項 と し 、 第 二 項 を 第

三 項 と し 、 第 一 項 を 第 二 項 と し 、 同 条 に 第 一 項 と し て 次 の 一 項 を 加 え る 。 

  内 閣 総 理 大 臣 は 、 第 四 条 及 び 第 五 条 の 規 定 の 施 行 に 関 し 特 に 必 要 と 認 め る と き は 、 そ の 必 要 の 限 度 に お

い て 、 法 人 等 に 対 し 、 寄 附 の 勧 誘 に 関 す る 業 務 の 状 況 に 関 し 、 必 要 な 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。 

 第 二 章 中 第 二 節 を 第 三 節 と し 、 第 一 節 を 第 二 節 と し 、 同 章 の 章 名 を 削 る 。 

 第 二 条 の 次 に 次 の 章 名 及 び 節 名 を 付 す る 。 

   第 二 章 寄 附 の 不 当 な 勧 誘 の 防 止 

    第 一 節 配 慮 義 務 

 第 十 四 条 中 「 第 二 章 第 二 節 」 を 「 第 二 章 第 三 節 」 に 改 め る 。 



 

  

 
三 

 第 十 六 条 中 「 第 七 条 第 二 項 」 を 「 第 七 条 第 三 項 」 に 改 め る 。 

 第 十 七 条 中 「 第 六 条 」 を 「 第 七 条 第 一 項 」 に 改 め る 。 

 附 則 第 一 条 第 二 号 中 「 第 二 章 第 二 節 」 を 「 第 二 章 第 三 節 」 に 改 め る 。 

 附 則 第 五 条 中 「 三 年 」 を 「 二 年 」 に 改 め る 。 



 一 

法 人 等 に よ る 寄 附 の 不 当 な 勧 誘 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 案 に 対 す る 修 正 案  対 照 表  

                                                                                                    （ 傍 線 の 部 分 は 修 正 部 分 ） 

修  正  後  修  正  前  

目 次  

 第 一 章  総 則 （ 第 一 条 ・ 第 二 条 ）  

 第 二 章  寄 附 の 不 当 な 勧 誘 の 防 止  

  第 一 節  配 慮 義 務 （ 第 三 条 ）  

  第 二 節  禁 止 行 為 （ 第 四 条 ・ 第 五 条 ）  

  第 三 節  違 反 に 対 す る 措 置 等 （ 第 六 条 ・ 第 七 条 ）  

 第 三 章 ～ 第 六 章  （ 略 ）  

 附 則  

 

   第 二 章  寄 附 の 不 当 な 勧 誘 の 防 止  

 

    第 一 節  配 慮 義 務  

 

 （ 削 る ）  

第 三 条  法 人 等 は 、 寄 附 の 勧 誘 を 行 う に 当 た っ て は 、 次 に 掲 げ る 事

項 に 十 分 に 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。  

 一  （ 同 下 ）  

 

目 次  

 第 一 章  総 則 （ 第 一 条 ― 第 三 条 ）  

 第 二 章  寄 附 の 勧 誘 に 関 す る 規 制  

  （ 新 設 ）  

  第 一 節  禁 止 行 為 （ 第 四 条 ・ 第 五 条 ）  

  第 二 節  違 反 に 対 す る 措 置 等 （ 第 六 条 ・ 第 七 条 ）  

 第 三 章 ～ 第 六 章  （ 略 ）  

 附 則  

 

   （ 新 設 ）  

 

    （ 新 設 ）  

 

 （ 寄 附 の 勧 誘 を 行 う に 当 た っ て の 配 慮 義 務 ）  
第 三 条  法 人 等 は 、 寄 附 の 勧 誘 を 行 う に 当 た っ て は 、 次 に 掲 げ る 事

項 に 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。  

 一  寄 附 の 勧 誘 が 個 人 の 自 由 な 意 思 を 抑 圧 し 、 そ の 勧 誘 を 受 け る

個 人 が 寄 附 を す る か 否 か に つ い て 適 切 な 判 断 を す る こ と が 困 難



 

 

二 

 

 二  （ 同 下 ）  

 

 

 

 

 三  （ 同 下 ）  

 

 

 

 

   （ 削 る ）  

 

    第 二 節  禁 止 行 為  

 

 （ 寄 附 の 勧 誘 に 関 す る 禁 止 行 為 ）  

第 四 条  （ 略 ）  

 

 （ 借 入 れ 等 に よ る 資 金 調 達 の 要 求 の 禁 止 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

 

な 状 態 に 陥 る こ と が な い よ う に す る こ と 。   

 二  寄 附 に よ り 、 個 人 又 は そ の 配 偶 者 若 し く は 親 族 （ 当 該 個 人 が

民 法 （ 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ） 第 八 百 七 十 七 条 か ら 第 八

百 八 十 条 ま で の 規 定 に よ り 扶 養 の 義 務 を 負 う 者 に 限 る 。 第 五 条

に お い て 同 じ 。 ） の 生 活 の 維 持 を 困 難 に す る こ と が な い よ う に す

る こ と 。  

 三  寄 附 の 勧 誘 を 受 け る 個 人 に 対 し 、 当 該 寄 附 の 勧 誘 を 行 う 法 人

等 を 特 定 す る に 足 り る 事 項 を 明 ら か に す る と と も に 、 寄 附 さ れ

る 財 産 の 使 途 に つ い て 誤 認 さ せ る お そ れ が な い よ う に す る こ

と 。  

 

   第 二 章  寄 附 の 勧 誘 に 関 す る 規 制  

 

    第 一 節  禁 止 行 為  

 

 （ 寄 附 の 勧 誘 に 関 す る 禁 止 行 為 ）  

第 四 条  （ 略 ）  

 

 （ 借 入 れ 等 に よ る 資 金 調 達 の 要 求 の 禁 止 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

 



 三 

    第 三 節  違 反 に 対 す る 措 置 等  

 

 （ 配 慮 義 務 の 遵 守 に 係 る 勧 告 等 ）  

第 六 条  内 閣 総 理 大 臣 は 、 法 人 等 が 第 三 条 の 規 定 を 遵 守 し て い な い

た め 、 当 該 法 人 等 か ら 寄 附 の 勧 誘 を 受 け る 個 人 の 権 利 の 保 護 に 著

し い 支 障 が 生 じ て い る と 明 ら か に 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 更 に

同 様 の 支 障 が 生 ず る お そ れ が 著 し い と 認 め る と き は 、 当 該 法 人 等

に 対 し 、 遵 守 す べ き 事 項 を 示 し て 、 こ れ に 従 う べ き 旨 を 勧 告 す る

こ と が で き る 。  

２  内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を し た 場 合 に お い て 、

そ の 勧 告 を 受 け た 法 人 等 が こ れ に 従 わ な か っ た と き は 、 そ の 旨 を

公 表 す る こ と が で き る 。  

３  内 閣 総 理 大 臣 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を す る た め に 必 要 な

限 度 に お い て 、 法 人 等 に 対 し 、 第 三 条 各 号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る 配

慮 の 状 況 に 関 し 、 必 要 な 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。  

 

 （ 禁 止 行 為 に 係 る 報 告 、 勧 告 等 ）  

第 七 条  内 閣 総 理 大 臣 は 、 第 四 条 及 び 第 五 条 の 規 定 の 施 行 に 関 し 特

に 必 要 と 認 め る と き は 、 そ の 必 要 の 限 度 に お い て 、 法 人 等 に 対 し 、

寄 附 の 勧 誘 に 関 す る 業 務 の 状 況 に 関 し 、 必 要 な 報 告 を 求 め る こ と

が で き る 。  

    第 二 節  違 反 に 対 す る 措 置 等  

 

 （ 報 告 ）  

第 六 条  内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 二 条 の 規 定 の 施 行 に 関 し 特 に 必 要 と 認

め る と き は 、 そ の 必 要 の 限 度 に お い て 、 法 人 等 に 対 し 、 寄 附 の 勧

誘 に 関 す る 業 務 の 状 況 に 関 し 、 必 要 な 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。 

 

 

 

（ 新 設 ）  

 

 

（ 新 設 ）  

 

 

 

 （ 勧 告 及 び 命 令 ）  
第 七 条  （ 新 設 ）  

 

 

 



 

 

四 

２  内 閣 総 理 大 臣 は 、 法 人 等 が 不 特 定 又 は 多 数 の 個 人 に 対 し て 第 四

条 又 は 第 五 条 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を し て い る と 認 め ら れ る 場 合

に お い て 、 引 き 続 き 当 該 行 為 を す る お そ れ が 著 し い と 認 め る と き

は 、 当 該 法 人 等 に 対 し 、 当 該 行 為 の 停 止 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を と

る べ き 旨 の 勧 告 を す る こ と が で き る 。  

３  内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を 受 け た 法 人 等 が 、 正

当 な 理 由 が な く て そ の 勧 告 に 係 る 措 置 を と ら な か っ た と き は 、 当

該 法 人 等 に 対 し 、 そ の 勧 告 に 係 る 措 置 を と る べ き こ と を 命 ず る こ

と が で き る 。  

４  内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 命 令 を し た と き は 、 そ の 旨

を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 権 限 の 委 任 ）  

第 十 四 条  内 閣 総 理 大 臣 は 、 第 二 章 第 三 節 及 び 前 条 の 規 定 に よ る 権

限 （ 同 条 の 規 定 に よ る 権 限 に あ っ て は 、 国 務 大 臣 に 対 す る も の を

除 く 。 ） を 消 費 者 庁 長 官 に 委 任 す る 。  

 

第 十 六 条  第 七 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た と き は 、 当 該

違 反 行 為 を し た 者 は 、 一 年 以 下 の 拘 禁 刑 若 し く は 百 万 円 以 下 の 罰

金 に 処 し 、 又 は こ れ を 併 科 す る 。  

 

  内 閣 総 理 大 臣 は 、 法 人 等 が 不 特 定 又 は 多 数 の 個 人 に 対 し て 第 四

条 又 は 第 五 条 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を し て い る と 認 め ら れ る 場 合

に お い て 、 引 き 続 き 当 該 行 為 を す る お そ れ が 著 し い と 認 め る と き

は 、 当 該 法 人 等 に 対 し 、 当 該 行 為 の 停 止 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を と

る べ き 旨 の 勧 告 を す る こ と が で き る 。  

２  内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 勧 告 を 受 け た 法 人 等 が 、 正

当 な 理 由 が な く て そ の 勧 告 に 係 る 措 置 を と ら な か っ た と き は 、 当

該 法 人 等 に 対 し 、 そ の 勧 告 に 係 る 措 置 を と る べ き こ と を 命 ず る こ

と が で き る 。  

３  内 閣 総 理 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 命 令 を し た と き は 、 そ の 旨

を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 （ 権 限 の 委 任 ）  

第 十 四 条  内 閣 総 理 大 臣 は 、 第 二 章 第 二 節 及 び 前 条 の 規 定 に よ る 権

限 （ 同 条 の 規 定 に よ る 権 限 に あ っ て は 、 国 務 大 臣 に 対 す る も の を

除 く 。 ） を 消 費 者 庁 長 官 に 委 任 す る 。  

 
第 十 六 条  第 七 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た と き は 、 当 該

違 反 行 為 を し た 者 は 、 一 年 以 下 の 拘 禁 刑 若 し く は 百 万 円 以 下 の 罰

金 に 処 し 、 又 は こ れ を 併 科 す る 。  

 



 五 

第 十 七 条  第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 報 告

を し た と き は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 者 は 、 五 十 万 円 以 下 の 罰 金 に

処 す る 。  

 

   附  則  

 

 （ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 二 十 日 を 経 過 し た 日 か

ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め

る 日 か ら 施 行 す る 。  

 一  （ 略 ）  

 二  第 五 条 、 第 二 章 第 三 節 及 び 第 六 章 の 規 定 並 び に 附 則 第 四 条 の

規 定  公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政

令 で 定 め る 日  

 

 （ 検 討 ）  

第 五 条  政 府 は 、 こ の 法 律 の 施 行 後 二 年 を 目 途 と し て 、 こ の 法 律 の

規 定 の 施 行 の 状 況 及 び 経 済 社 会 情 勢 の 変 化 を 勘 案 し 、 こ の 法 律 の

規 定 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 必 要 な 措 置 を 講 ず

る も の と す る 。  

 

第 十 七 条  第 六 条 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 報 告 を し た

と き は 、 当 該 違 反 行 為 を し た 者 は 、 五 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 

 

 

   附  則  

 

 （ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 起 算 し て 二 十 日 を 経 過 し た 日 か

ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め

る 日 か ら 施 行 す る 。  

 一  （ 略 ）  

 二  第 五 条 、 第 二 章 第 二 節 及 び 第 六 章 の 規 定 並 び に 附 則 第 四 条 の

規 定  公 布 の 日 か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政

令 で 定 め る 日  

 

 （ 検 討 ）  

第 五 条  政 府 は 、 こ の 法 律 の 施 行 後 三 年 を 目 途 と し て 、 こ の 法 律 の

規 定 の 施 行 の 状 況 及 び 経 済 社 会 情 勢 の 変 化 を 勘 案 し 、 こ の 法 律 の

規 定 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 必 要 な 措 置 を 講 ず

る も の と す る 。  

 
   






